
メール：tantou-shimin@city.toyooka.lg.jp 枚目

〔様式1〕 令和 年 月 日 報告 全 枚中

※ １行につき１棟の家屋について記入してください。（同一所有者で住宅と離れに被害があった場合は、１棟ずつ２行に記入）

※ 区内の神社や集会所など、地域固有の建造物の被害は、その他に名称を記入し、備考欄に被害の状況を記載してください。

※ この報告は、市が後日行う家屋被害調査の資料として利用します。床下・土間上浸水については、家屋被害調査は行いません。

※ 被害調査が必要な場合は、可能な限り写真を添付してください。　

※ 衛生薬剤（液剤）は床上浸水時のみの配布します。床下浸水時の配布は原則行いません。

※ 家屋等の被害状況については、県保健所に情報提供を行います。予めご了承ください。

◎土砂流入…家屋の内部に土砂が流入した場合　　◎その他…屋根の破損、外壁の剥落等、家屋に補修が必要な程度の破損があった場合

◎床上浸水…家屋の床より上が浸水した場合　　　◎床下・土間上浸水…床上に達していない（または床がない）が浸水被害があった場合

〔用語の説明〕

　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　その他（　　　　　　　　　　）

　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

　その他（　　　　　　　　　　）

　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　その他（　　　　　　　　　　）

　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

　その他（　　　　　　　　　　）

　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

○ 床上約３０cm浸水、壁脱落
冷蔵庫等家電製品浸水故障

2 但東　太郎 但東町出合150 　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　その他（　　　　　　　　　　）

　事務所　店舗　併用住宅　アパート

　その他（　　　　　　　　　　）

1 但東　太郎 但東町出合150
　住宅　離れ　車庫　物置　倉庫

備　考　欄
（その他、把握している被害状況が

あれば記入してください）
損壊被害 浸水被害

土砂流入 その他

屋根瓦の一部破損、外壁脱落
トラクターが浸水・故障○

№
所有者又は
居住者氏名

被災家屋の所在地
（大字・地番）

被災家屋等の種類
（当てはまるものに○）

被災の程度（当てはまるものに○）

床上 床下･土間上

但東振興局　FAX 54-1005

被害報告書（家屋被害）

但東 区名 区 長 名 電話番号

家屋被害調査・り災証明書発行・薬剤の配布、この様式の内容についての問い合わせ
【問合せ】 但東振興局 市民福祉課 TEL 21-9033  メール：tantou-shimin@city.toyooka.lg.jp 

薬剤配布の注意点
・便槽への浸水により汚物が溢れる等

特殊な場合を除き、消石灰は、配布しません。


